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②成年後見制度の概要

 

 

 

 

成年後見制度の活用に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１：高齢者の住民票と居住地が異なる場合、市町村長申立てはどちらの自治体が実施するの

が適切でしょうか。 

 ⇒  市町村長申立てについては、「高齢者の実態を最も良く把握している市町村が、通常の

業務の中で把握している情報をもとに請求の必要性を判断することを想定している。」

（「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び成年

後見制度利用支援事業に関するＱ＆Ａについて（平成12年７月３日事務連絡）」のＱ１回

答を援用させて解釈）ことから、高齢者が現に居住している市町村長が申立ての必要性を

判断し、実施することになります。 
 

Ｑ２：やむを得ない事由による措置で施設に入所した高齢者に、成年後見人等が選任された場

合、措置はどのように取り扱うことになりますか。 

 ⇒  「やむを得ない事由による措置」で入所した高齢者に成年後見人等が選任され、やむを

得ない事由が解消されたと判断できた場合、やむを得ない事由による措置は解除され、成

年後見人等の契約による入所に切り替えます。ただし、後見人等が選任されても、面会制

限を継続する必要性がある場合などは、やむを得ない事由による措置は解除できません。 
    また、後見人等が選任されたことをもって、市町村が行ってきた虐待対応が終結するわ

けではありません。虐待対応を終結するかどうかの判断は、評価会議を開催して検討する

必要があり、終結と評価できない場合、後見人が選任されても、市町村による虐待対応は

継続します。 
    後見人等が選任された後、市町村は後見人等から「やむを得ない事由による措置」によ

り受けた費用を徴収します（老人福祉法に基づく措置に対する「費用徴収」）。なお、生活

保護受給者の場合は費用の徴収はされません。 

Ｑ３：治療が必要であるにもかかわらず、高齢者本人や家族親族が治療を受けいれていない等

の場合、どのように対応すればよいでしょうか。 

 ⇒  高齢者に判断能力がある場合には、高齢者に対して治療を受けるように説得することに

なります。他方、高齢者に判断能力がない場合には、成年後見制度の活用を検討し、成年

後見の審判確定後に、後見人等が法定代理人として医療機関と医療契約を締結して受診す

ることが考えられます。 
    なお、後見人等には、手術等の医療行為についての同意権はないことに注意が必要です。 

Ｑ４：成年後見制度利用支援事業が予算化されていない場合、どのようにしたらいいでしょう

か。 

 ⇒  本人による申立てが可能な場合で、弁護士等が申立代理人となる場合、日本司法支援セ

ンター(「法テラス」)が行っている民事法律扶助による援助により、申立費用（申立手数

料、登記手数料、鑑定費用等。報酬は含まない。）の全額立替払いを受けることができま

す。 

 

 

 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業の活用

 
経済的虐待を受けている場合などは、高齢者の資産から成年後見人等への報酬支払いを確保する

ことが困難ですので、介護保険制度の任意事業である「成年後見制度利用支援事業」によって報酬

助成を行えるような環境を整備することが重要です。 

「成年後見制度利用支援事業」は、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制

度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から制度を利用できないといった事

態を防ぐことを目的とするものです。そのため、以下のような事業内容が例として示されています。

 
【参考】成年後見制度利用支援事業の例 

       ○申立費用、後見人等報酬等に対する助成

        ・申立費用

        ・登記印紙代、鑑定費用、後見人・保佐人等の報酬等 

       ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動

        ・パンフレットの作成・配布（印刷製本費、役務費、委託料等）

        ・説明会・相談会の開催（諸謝金、旅費、会場借上費等）

  なお、成年後見制度利用支援事業の補助対象者については、「成年後見制度利用支援事業に関する

照会について」（平成20年 10月 24日、厚生労働省老健局計画課長）事務連絡において、「成年後見

制度利用支援事業の補助は、市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等についても対象

となりうるものである。」との見解が示されています。この趣旨を踏まえ、市町村においては成年後

見制度利用支援事業の利用促進に努めるべきです。
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（日本社会福祉士会手引きｐ138～141 より） 
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③成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援の地域連携ネットワーク
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③成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援の地域連携ネットワーク



家庭裁判所

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治体等
地域関係団体

地域包括支援センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

医療機関 金融機関

民生委員、ボランティア

家族、親族

介護・福祉サービス事業者 本人 後見人等

チーム

協議会

③
本
人
に
ふ
さ
わ
し
い
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
向
け
た
検
討
・
専
門
的
判
断

専門職による専門的助言等の支援の確保
中核機関が②～④の３つの検討・判断の

進行管理 の役割を担う 専門職団体や関係機関が連携
体制を強化するための協議会

中核機関が事務局の役割を
担う

権
利
擁
護
支
援
の

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必
要
な
人
を
発
見
し
、
適
切
に
必
要
な
支

援
に
つ
な
げ
る
地
域
連
携
の
仕
組
み

※

中
核
機
関
が
全
体
構
想
の
設
計
・
実
現
の
司
令
塔

の
役
割
を
担

う

福祉関係者（介護支援専門員、
相談支援専門員等）

中核機関

本人に身近な親族、福
祉・医療・地域の関係者
と後見人がチームになっ
て日常的に本人を見守
り、本人の意思や状況
を継続的に把握し必要

な対応を行う体制

●地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化向けて、全体構想の

設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「司令塔機能」

●地域における「協議会」を運営する「事務局機能」

●地域において「3つの検討・専門的判断（上記②～④）」を担保する

「進行管理機能」

成年後見制度利用促進体制整備委員会「地域における成年
後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」p.15を
参考に、成年後見制度利用促進室作成

①広報機能
②相談機能
③利用促進機能
④後見人支援機能
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④日常生活自立支援事業と任意後見制度



1 2 1 1,200

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.html
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④日常生活自立支援事業と任意後見制度

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.htmlhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.html
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⑤成年後見制度の活用に関するQ＆A ⑥虐待対応における成年後見人等の役割
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⑤成年後見制度の活用に関するQ＆A ⑥虐待対応における成年後見人等の役割
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